
○愛西市営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成２３年７月２５日 

規則第２５号 

改正 平成２８年３月３１日規則第１１号 

令和３年３月２５日規則第１０号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、愛西市営駐車場の設置及び管理に関する条例（平成２

３年愛西市条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項

を定めるものとする。 

（利用の方法） 

第２条 条例第４条で定める利用の方法は、駐車箇所を指定して月単位の駐

車（以下「月極利用」という。）とする。 

２ 愛西市営駐車場（以下「駐車場」という。）を月極利用しようとする者

（以下「申請者」という。）は、愛西市営駐車場利用申請書（様式第１号）

を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。 

３ 市長は、駐車場に空きが出た場合は、希望者を公募するものとする。 

４ 市長は、広く市民に駐車場を利用する機会を与えるため、５年を目途に

公募するものとする。 

（利用の許可） 

第３条 市長は、条例第５条の規定により利用の許可をする場合は、愛西市

営駐車場利用許可書（様式第２号）を申請者に交付しなければならない。 

（利用内容の変更） 

第４条 前条の規定により利用の許可を受けた者（以下「利用者」という。）

は、許可された内容について変更が生じた場合は、愛西市営駐車場利用変

更申請書（様式第３号。以下「変更申請書」という。）を速やかに市長に

提出し、市長の許可を受けなければならない。ただし、この場合において、



利用者の変更はできないものとする。 

２ 市長は、前項の変更申請書の変更内容を速やかに審査し適当と認められ

るときは、愛西市営駐車場利用変更許可書（様式第４号）を利用者に交付

しなければならない。 

（利用許可の取消し） 

第５条 条例第７条、第９条及び第１４条で禁止した行為及び虚偽の申請を

した者について、市長は、この利用許可を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消した場合は、愛西市営駐

車場利用取消通知書（様式第５号。以下「取消通知書」という。）により

利用者に通知しなければならない。 

３ 取消通知書で通知を受けた者は、速やかに駐車場を返還しなければなら

ない。 

（駐車区画の指定） 

第６条 駐車場の利用者は、指定された区画を利用しなければならない。 

（利用の終了） 

第７条 条例第６条の規定により駐車場の利用を終了しようとする者は、不

慮の場合を除き、利用終了の２月前までに愛西市営駐車場利用終了届（様

式第６号。以下「利用終了届」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

（利用の終了の受理等） 

第８条 市長は、前条の規定により利用を終了する場合は、利用終了届を受

理し、愛西市営駐車場駐車料金確定通知書（様式第７号。以下「料金確定

通知書」という。）を利用を終了しようとする者に交付しなければならな

い。 

２ 前項で利用の終了の受理を受けた者の駐車料金は、料金確定通知書に定

める利用の終了の受理を受けた日の翌２月分又は利用の終了月分までとす



る。 

３ 市長は、条例第１６条の規定により利用の休止をする場合は、愛西市営

駐車場利用休止通知書（様式第８号）を利用者に通知しなければならない。 

（料金の還付） 

第９条 条例第１３条に規定する駐車料金の還付額は、条例第１１条による

当該納入額と前条の料金確定額の差額とする。 

２ 条例第１６条に規定する利用の休止の場合の駐車料金の還付額は、日割

りで算出する。 

３ 利用者は、前２項の規定により駐車料金の還付を請求する場合は、市長

に愛西市駐車料金還付請求書（様式第９号）を提出するものとする。 

４ 市長は、前項の規定により還付の請求を受けた場合は、速やかに料金を

還付しなければならない。 

（庶務） 

第１０条 駐車場の取扱い窓口は、総務部財政課で行うものとする。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２３年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１１号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２５日規則第１０号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第５条関係） 

様式第６号（第７条関係） 

様式第７号（第８条関係） 

様式第８号（第８条関係） 

様式第９号（第９条関係） 

 


